
提出書類 

※添付図書の照合については、必ず建築確認申請等チェックリスト（宮崎県様式）で行ってください。 

1.建築確認申請等チェックリスト（宮崎県様式） 

2.確認申請書 （正本） 

3.委任状、証明書、誓約書、その他 

 1.委任状は、確認申請書の受取を建築主以外の代理者が行う場合に必ず添付してください。 

 2.証明書は、建築基準法又は都市計画法による許可（写）など、申請に必要な照明を添付してください。 

 3.その他には、「工場、危険物調書」などがあります。 

4.設計図書 

 建築基準法施行規則第 1条の 3などの規定により添付を必要とする設計図書などがあります。 

5.代理人、設計者等の事務所登録（資格記載あり）および建築士免許書の写し 

6.し尿浄化槽設置概要書（土木事務所用）※浄化槽を設置する場合のみ 

 

7.建築計画概要書 

8.建築工事届 

9.し尿浄化槽設置概要書（保健所用）※浄化槽を設置する場合のみ 

 

10.確認申請書（副本） 

11.委任状、証明書、誓約書、その他 

12.設計図書 

 建築基準法施行規則第 1条の 3などの規定により添付を必要とする設計図書などがあります。 

13.代理人、設計者等の事務所登録（資格記載あり）および建築士免許証の写し 

14.し尿浄化槽設置概要書（設置者用）※浄化槽を設置する場合のみ 

  

※住宅金融支援機構の設計審査と併せて申請する場合は、建築主事と協議してください。 

 

 

 

 

 

 



三股町に建築物を建築する場合の建築確認申請書提出先 

次に示すいずれかの提出先となります。 

・三股町役場を経由し、宮崎県県西地区 建築主事（都城土木事務所）に提出 

・三股町役場を経由し、国土交通大臣の指定を受けた確認検査機関に提出 

※指定を受けた確認検査機関に提出する場合は、それぞれの機関での提出の流れや必要書類などを確認ください。 

 

確認済証交付後に、町窓口を経由し建築主事へ提出する主な書類 

☆施工状況報告書 

 2 部（正本・副本） 

☆計画変更申請書 

 2 部（正本・副本） 

※建築工事届の要否について不明な場合は、建築主事にお問い合わせください。 

☆設計変更届 

 2 部（正本・副本） 

※変更については、事前に建築主事と協議を行ってください。 

☆完了検査申請書 

 1 部（正本） 

※検査申請書等チェックリスト（宮崎県様式）の添付が必要です。 

 

 

 

 

 


